
 支払基金統一事例 

【 検査 】 

 

５３４ ＨＢｓ抗原定性・半定量又はＨＢｓ抗原の算定について 

 

《令和７年５月３０日》 

 

○ 取扱い 

 

① 次の傷病名等に対するＤ013「１」ＨＢｓ抗原定性・半定量又は「３」Ｈ

Ｂｓ抗原の算定は、原則として認められる。 

⑴ ウイルス性肝炎疑い 

⑵ 急性肝炎のみ 

⑶ 慢性肝炎のみ 

⑷ Ｂ型肝炎疑い 

⑸ Ｂ型肝炎の診断時 

⑹ Ｂ型肝炎の経過観察 

⑺ Ｂ型急性肝炎 

⑻ Ｂ型慢性肝炎 

⑼ ＨＢＶキャリアのみ 

⑽ 慢性透析患者に対する定期的検査 

② 次の傷病名に対するＤ013「１」ＨＢｓ抗原定性・半定量又は「３」ＨＢ

ｓ抗原の算定は、原則として認められない。 

⑴ Ｃ型肝炎疑い 

⑵ Ｃ型肝炎の診断時 

⑶ Ｃ型肝炎の経過観察 

⑷ Ｃ型急性肝炎 

⑸ Ｃ型慢性肝炎 

 

 

○ 取扱いを作成した根拠等 

 

ＨＢｓ抗原はＢ型肝炎ウイルスの表面に存在する抗原で、ＨＢｓ抗原陽性

は、現にＢ型肝炎ウイルスに感染していることを意味しており、その消長を見

定めることも必要である。このため、ＨＢｓ抗原定性・半定量、ＨＢｓ抗原は、

Ｂ型肝炎の診断や経過観察、Ｂ型肝炎ウイルスキャリアの検索に広く用いら

れる。 

ウイルス性肝炎疑い、急性肝炎、慢性肝炎では、まず、Ｂ型肝炎ウイルス感

染の可能性を除外する必要がある。 

また、透析患者は、観血的な治療を受け輸血を受ける機会も多いため、肝炎

ウイルスに感染するリスクが高く定期検査が欠かせない。 

以上のことから、①の傷病名等に対するＤ013「１」ＨＢｓ抗原定性・半定

量又は「３」ＨＢｓ抗原の算定は、原則として認められると判断した。 
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一方、ＨＢｓ抗原はＣ型肝炎ウイルスの検査を目的とするものではないこ

とから、②の傷病名に対する算定は、原則として認められないと判断した。 

 

  


